
カーボンニュートラルに向けた
中小企業支援施策について

令和４年7月22日

四国経済産業局 資源エネルギー環境課

カーボンニュートラル担当



企業の取組 企業のニーズ 企業への支援メニュー

省エネ等
低炭素化技術

（例：低燃費技術の活用）

⚫ 相談

✓ 中小機構のCNオンライン相談
✓ よろず支援拠点、専門家派遣
✓ 省エネお助け隊＊
✓ 省エネ最適化診断＊

⚫ 債券発行 ✓ トランジション・ボンド発行支援

⚫ 融資 ✓ トランジション・ローン促進

⚫ 設備投資

✓ 省エネ補助金＊
✓ ものづくり補助金（グリーン枠）＊
✓ CN投資促進税制＊
✓ J‐クレジット制度
✓ IT導入補助金

⚫ 事業再構築 ✓ 事業再構築補助金（グリーン成長枠）＊

再エネ等
（例：太陽光）

⚫ 相談
✓ 中小機構のCNオンライン相談
✓ 省エネお助け隊＊
✓ 省エネ最適化診断＊

⚫ 設備投資
✓ CN投資促進税制＊
✓ ものづくり補助金（グリーン枠）＊

⚫ 事業再構築 ✓ 事業再構築補助金（グリーン成長枠）＊

革新的技術の開発
（例：次世代型蓄電池）

⚫ 研究開発
✓ ２兆円・10年間の基金による、研究開発支援
✓ 研究開発税制の拡充

⚫ 投資 ✓ 投資家との対話の場の提供

中小企業向けの経産省の主な支援策について

【TRANSI
TION】

【GREEN】

【INNOV
ATION】

⚫ 既存の支援策に加えて、補助金にグリーン枠を設ける等拡充を図っている。
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中小企業等に対するエネルギー利用最適化推進事業
令和4年度予算額 8.０億円（8.2億円）

資源エネルギー庁
省エネルギー･新エネルギー部
省エネルギー課

事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

国 民間企業等

事業イメージ

事業目的・概要

⚫ エネルギー利用最適化診断や地域プラットフォームの構築など、中小

企業等のエネルギー利用最適化を推進するための支援を行います。

（１）エネルギー利用最適化診断事業・情報提供事業

中小企業等の工場・ビル等のエネルギー管理状況の診断、AI・IoT等を

活用した運用改善や再エネ導入等提案に係る経費の一部を国が支援

します。また、診断事例の横展開、関連セミナーへの講師派遣も実施し

ます。

（２）地域のエネルギー利用最適化取組支援事業

省エネのみならず再エネ導入等も含むエネルギー利用最適化に向け、中

小企業等が相談可能なプラットフォームを地域毎に構築するとともに、相

談に係る相談窓口や支援施策などをポータルサイトに公開します。

成果目標

⚫ 令和３年から令和７年までの５年間の事業であり、最終的には令和12

年度の省エネ効果238.5万klを目指します。

（１）エネルギー利用最適化診断事業・情報提供事業

（２）地域のエネルギー利用最適化取組支援事業

• 地域プラットフォーム構築事業（省エネお助け隊）

• プラットフォーム情報提供基盤構築事業

民間企業等

国 民間企業等 事業者

（１）エネルギー利用最適化診断事業・情報提供事業

工場・ビル等のエネルギーの管理状況を診
断し、AIやIoTを活用して設備の運用改善
や高効率設備への更新に加え再エネ導入
の提案を行います。

【改善提案例】
・空調の運用改善
・照明の運用改善
・蒸気・温水用配管、バルブ等の保温対策
・再エネ設備の導入支援

エネルギー利用最適化診断 情報提供

・成功事例の横展開
・エネルギー利用最適化関連
のセミナーへの講師派遣

中小企業等にとって身近な相談先である自治体、金融機関、中小企業団
体等と連携し、多様な省エネ相談等に対応できるエネルギー関連の専門家
と経営専門家の双方よりエネルギーコストの削減や設備導入に係るアドバイ
スが可能な体制を地域ごとに整備します。

地域プラットフォームから地域内の中小企業、自治体及び金融機関等に
省エネ等に関する様々な情報提供を行うとともに、他地域のプラットフォー
ムとの連携を行います。

民間団体等
（地域プラット
フォーム）

（２）地域のエネルギー利用最適化取組支援事業

自治体 金融機関
中小企業団体等

情報の相互連携

コーディネーター

省エネの専門家 経営の専門家

エネルギーの使用状況を知りたい
コストをかけずに省エネを図りたい

省エネを進めるにあたって資金面のアドバイスが欲しい
省エネ取組の計画を立てたい

設備更新に関してアドバイスを受けたい等

エネルギーに関する悩み・課題の相談

実態に即した省エネ取組の提案

補助
（定額）

補助
（定額）

補助
（定額）

省エネ取組支援
補助（9/10）

診断・情報提供等
補助（9/10）
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省エネ最適化診断

⚫ 使用エネルギー削減に加え、「再エネ提案」を組み合わせることで、「コスト削減」と「脱炭
素化」の同時達成を支援。

⚫ 省エネ最適化診断の特徴

省エネ診断
＋

再エネ提案

１
改善提案の
ご説明

２

フォローアップ

３３つの
ステップで
支援

⚫ 省エネの徹底
⚫ 再エネの導入
⚫ IoT／AIの活用

⚫ ４つのポイント

同業他社との比較、測定器を使った
見える化、組織課題の見える化など、
様々な角度からムダを見える化します。

ムダの見える化

省エネ最適化診断は、投資改善だけ
でなく、費用のかからない「運用改善」
による省エネ提案も行っています。

費用のかからないコスト削減

省エネ最適化診断を受診した場合、
設備更新の有効性が示されることから
省エネ補助金等で加点評価の対象と
なります。

公的補助金等との連携

脱炭素化は企業経営にとって必須の
課題であり、脱炭素化に向けた様々な
アドバイスを実施します。

カーボンニュートラルへの足掛かり

⚫ 対象事業者・メニュー

中小企業者又は年間エネルギー使用量（原油換算値）が、原則として100kL以上1,500kL未満の工場・ビル等
※みなし大企業の対象外条件や、100kL未満でも対象となる条件があります。

A診断 専門家１人で診断するメニュー 9,500円(税別)／10,450円(税込)

B診断 専門家２人で診断するメニュー（説明会は専門家１人で対応） 15,000円(税別)／16,500円(税込)

診断
メニュー

活 用 事 例

コープあおもり松原店／コープあおもり浪岡物流センター

対策による効果

エネルギー使用量（原油換算）

３４kL/年 削減

エネルギーコスト

２,０４１千円/年 削減

⚫ 運用改善

・冷凍庫・冷凍庫の適切な温度管理
・冷凍ショーケースの設定温度緩和
・空調機のフィルター清掃
・エア配管のエア漏れ防止
・コンプレッサの吐出圧力の低減

⚫ 投資改善

・冷凍庫用冷凍機運転圧力の調整
・受電用変圧器の統合
・デマンド監視装置の導入

スーパーマーケットのケース

一般社団法人省エネルギーセンター https://www.shindan-net.jp/ 3
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「省エネお助け隊」は、「地域プラットフォーム構築事業」で採択された地域密着型の省エネ支援団体。
中小企業等の省エネ取組に対して現状把握から改善まできめ細やかなサポートを全国各地域で実施。

省エネお助け隊

https://www.shoene-portal.jp/

工場プラン
(製造業300kl以

上)
25,520円（税

込）

支援対象設
（例）

空調(5～10台)、コンプレッサ(3台)、生産設備(1台)

支援内容
（例）

•計測による省エネ量の見える化／稼働台数の適正化支援
•全体プロセスを考慮した台数制御支援
•設備の更新計画の策定支援／エネルギー転換・ダウンサイジングに
よる負荷率変更働台数の適正化支援
•職員、専門家による報告会

ビル・店舗プラン
(製造業以外)
13,200円（税

込）

支援対象設
（例）

空調(3～5台 )、照明(5～10台)、EMS活用支援

支援内容
（例）

•設備の更新計画の策定支援／デマンド監視制御装置の活 用支
援
•職員、専門家による報告会
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＜令和４年度省エネ支援メニュー例＞

※個別でプランを作成することもできます。



先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金
令和4年度予算額 253.2億円（325.0億円）

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部
省エネルギー課

事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

事業イメージ

事業目的・概要

⚫令和３年から令和12年までの10年間の事業であり、令和12年

度までに本事業含む省エネ設備投資の更なる促進により、原油換

算で2,155万klの削減に寄与します。

国 民間企業等 事業者等

補助 補助(3/4,1/2,1/3,定額) 

⚫工場・事業場において実施されるエネルギー消費効率の高い設備へ

の更新等を以下の取組を通じて支援します。なお、当該支援に必

要な一部業務のサポート事業を実施します。

(A)先進事業：高い技術力や省エネ性能を有しており、今後、導入

ポテンシャルの拡大等が見込める先進的な省エネ設備等の導入を行う

省エネ投資について、重点的に支援を行います。

(B)オーダーメイド型事業：個別設計が必要な特注設備等の導入を

含む設備更新やプロセス改修等を行う省エネ取組に対して支援を

行います。

(C)指定設備導入事業：省エネ性能の高い特定のユーティリティ設備、

生産設備等への更新を支援します。

(D)エネマネ事業：エネマネ事業者と共同で作成した計画に基づく

EMS制御や高効率設備の導入、運用改善を行うより効率的・効

果的な省エネ取組について支援を行います。

【業務用冷蔵庫】【空調】

対象設備（例）

(C)指定設備導入事業

【射出成形機】

従来設備と比較して優れた省エネ設備への更新を支援。

(B)オーダーメイド型事業

既存設備を機械設計が伴う設備又は事業者の
使用目的や用途に合わせて設計・製造する設備
の更新を行う省エネ取組を支援。

(A)先進事業

「I．省エネ技術の先進性」、「II．省エネ効果」、「III．導入ポテンシャル」
の観点から事前審査・登録された「先進設備・システム」の導入を重点的に
支援する。

(D)エネマネ事業

エネマネ事業者（※）の活用による効率的・効果的な省エネ取組を
支援。

【先進設備・システム登録リスト】

成果目標

※エネルギー管理支援サービ
スを通じて工場・事業場等の
省エネを支援する者。
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中小企業生産性革命推進事業
令和3年度補正予算額 2,001億円

事業の内容 事業イメージ

【各補助事業の内容】
（１）ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業（ものづくり補助金）
中小企業等のグリーン、デジタルに資する革新的製品・サービスの開発又は生産プロセ
ス等の改善に必要な設備投資等を支援するとともに、赤字など業況が厳しい中で生産性
向上や賃上げ等に取り組む事業者を支援します。

（２）小規模事業者持続的発展支援事業（持続化補助金）
小規模事業者が経営計画を作成して取り組む販路開拓等に加え、賃上げや事業規模
の拡大（成長・分配強化枠）や創業や跡継ぎ候補者の新たな取組（新陳代謝枠）、イ
ンボイス発行事業者への転換（インボイス枠）といった環境変化に関する取組を支援します。
。

（３）サービス等生産性向上IT導入支援事業（IT導入補助金）
ITツール※補助額：～50万円（補助率：3/4）、50～350万円（補助率：2/３）
※会計ソフト、受発注システム、決済ソフト等

PC、タブレット等補助上限：10万円（補助率：1/2）、
レジ補助上限額：20万円（補助率：1/2）
インボイス制度への対応も見据え、クラウド利用料を２年分まとめて補助するなど、企業
間取引のデジタル化を強力に推進します。

（４）事業承継・引継ぎ支援事業（事業承継・引継ぎ補助金）
補助上限：150万円～600万円、補助率：1/2～2/3
事業承継・引継ぎ後の設備投資等の新たな取組や、事業引継ぎ時の専門家活用費
用等を支援します。また、事業承継・引継ぎに関連する廃業費用等についても支援します。

(1) 中小企業庁 技術・経営革新課
(2) 中小企業庁 小規模企業振興課
(3) 中小企業庁 経営支援課
(4) 中小企業庁 財務課

申請類型 補助上限額 補助率

通常枠

750万円、1,000万円、1,250万円 (※従業員
規模により異なる）

原則1/2 (※小規模事業
者・再生事業者は2/3)

回復型賃上げ・
雇用拡大枠

2/3
デジタル枠

グリーン枠 1,000万円、1,500万円、2,000万円 (※同上)

条件（対象者、対象行為、補助率等）

国
(独)中小企業
基盤整備機構

運営費
交付金

成果目標
⚫ ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業により、事業終了後４年以内
に、以下の達成を目指します。

・補助事業者全体の付加価値額が年率平均３％以上向上

・補助事業者全体の給与支給総額が年率平均1.5%以上向上

・付加価値額年率平均３％以上向上及び給与支給総額年率平均1.5％以
上向上の目標を達成している事業者割合65%以上

⚫小規模事業者持続的発展支援事業により、事業終了後1年で、販路開拓
につながった事業者の割合を80％とすることを目指します。

⚫ サービス等生産性向上IT導入支援事業により、事業終了後４年以内に、補
助事業者全体の労働生産性の年率平均3％以上向上を目指します。

⚫事業承継・引継ぎ支援事業により、令和４年度末までに約1,500者の中小
企業者等の円滑な事業承継・事業引継ぎを支援します。

中小
企業等

民間
団体等

定額
補助

補助
(2/3等)

事業目的・概要
⚫新型コロナウイルス感染症の影響を受けつつも、生産性向上に取り組む中小
企業・小規模事業者を支援し、将来の成長を下支えします。

⚫ そのため、中小企業・小規模事業者の設備投資、IT導入、販路開拓を支援
する中小企業生産性革命推進事業について、現行の通常枠の一部見直しを
行うとともに、新たな特別枠を創設し、成長投資の加速化と事業環境変化へ
の対応を支援します。

⚫加えて、事業承継・引継ぎ補助金を新たに追加し、中小企業の生産性向上
や円滑な事業承継・引継ぎを一層強力に推進します。

申請類型 補助上限額 補助率

通常枠 50万円

2/3（※成長 分配強化枠の

一部の類型において、赤字事業
者は3/4）

成長・分配強化枠 200万円

新陳代謝枠 200万円

インボイス枠 100万円
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ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業
（ものづくり補助金「グリーン枠」）

温室効果ガスの排出削減に資する革新的な製品・
サービスの開発や炭素生産性向上を伴う生産プロセ
ス・サービス提供方法の改善等を行う事業者を支援。

１．グリーン枠の対象となる事業者
次の要件を全て満たす３～５年の事業計画を策定してい

ること。
①事業者全体の付加価値額を年率平均３％以上増加する
こと。

②給与支給総額 を 年率平均1.5％以上増加すること。
③事業場内最低賃金 (事業場内で最も低い賃金)を地域別
最低賃金＋30円以上 の水準にすること。

④３～５年の事業計画期間内に、事業場単位での炭素生
産性を年率平均1％以上増加すること。

⑤これまでの温室効果ガス排出削減に向けた詳細な取組
状況がわかる書面を提出すること。

２．補助上限等

従業員規模 補助上限金額 補助率

5人以下 1,000万円以内

2/3以内6人～20人 1,500万円以内

21人以上 2,000万円以内

ものづくり補助金（グリーン枠）【ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業】

取組イメージ

製紙業界の目標にも掲げられている
輸送効率が高い軽量紙・軽量段ボールを
開発し、貨物輸送で生じるCO2の削減に
貢献するための設備投資を行う。

冷蔵ショーケースをスマートシェルフ化する
設備投資を行い、
・冷蔵温度の自動最適化によってCO2削減
・在庫管理の効率化によって労働生産性改善
を実現する。
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中小企業等事業再構築促進事業
令和3年度補正予算額 6,123億円

事業の内容 事業イメージ

条件（対象者、対象行為、補助率等）

中小企業庁 技術・経営革新課

補助対象経費

補助金額・補助率

主な補助対象要件

成果目標

⚫事業終了後3～5年で、付加価値額の年率平均3.0％(一部5.0%)以上
増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0％(一部
5.0％)以上の増加等を目指します。

事業目的・概要

⚫新型コロナウイルス感染症の影響が続く中、中小企業等が、新分野展開や
業態転換などの事業再構築を通じて、コロナ前のビジネスモデルから転換す
る必要性は、依然として高い状況にあります。

⚫ こうしたことから、令和2年度3次補正予算で措置した中小企業等事業再
構築促進事業について、必要に応じて見直しや拡充を行いながら、中小企
業等の事業再構築を支援し、日本経済のさらなる構造転換を図ってきたと
ころです。

⚫本事業について、引き続き業況が厳しい事業者や事業再生に取り組む事
業者への重点的支援を継続しつつ、売上高減少要件の緩和などを行い、
使い勝手を向上させます。

⚫特に、ガソリン車向け部品から電気自動車等向け部品製造への事業転換
のように、グリーン分野での事業再構築を通じて高い成長を目指す事業者を
対象に、従来よりも補助上限額を引き上げ売上高減少要件を撤廃した新
たな申請類型を創設することで、ポストコロナ社会を見据えた未来社会を切
り拓くための取組を重点的に支援していきます。

① 2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以
前と比較して10％以上減少していること（グリーン成長枠を除く）

② 事業再構築指針に沿った事業計画を認定経営革新等支援機関と策定すること
（補助額3,000万円超は金融機関も必須） 等

建物費、機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービ
ス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費（一部
の経費については上限等の制限あり）

（※1）補助下限額は100万円 （※2）従業員規模により異なる
（※3） 6,000万円超は1/2（中小のみ）、 4,000万円超は1/3（中堅のみ）

国
(独)中小企業
基盤整備機構

補助
（基金積増）

中小企業等

補助
(2/3等)

申請類型 補助上限額 (※1) 補助率

最低賃金枠
（最低賃金引上げの影響を受け、その原資の確保
が困難な特に業況の厳しい事業者に対する支援） 500万円、1,000万円、

1,500万円 (※2)

中小3/4、
中堅2/3回復・再生応援枠

（引き続き業況が厳しい事業者や事業再生に取り
組む事業者に対する支援）

通常枠
（事業再構築に取り組む事業者に対する支援）

2,000万円、4,000万円、
6,000万円、8,000万円
(※2) 中小2/3、

中堅1/2
(※3)

大規模賃金引上枠
（多くの従業員を雇用しながら、継続的な賃金引上
げに取り組むとともに、従業員を増やして生産性を向
上させる事業者に対する支援）

1億円

グリーン成長枠
（研究開発・技術開発又は人材育成を行いながら、
グリーン成長戦略「実行計画」14分野の課題の解
決に資する取組を行う事業者に対する支援）

中小1億円、中堅1.5億円
中小1/2、
中堅1/3
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事業再構築補助金（グリーン成長枠）【中小企業等事業再構築促進事業】

中小企業等事業再構築促進事業
（事業再構築補助金「グリーン成長枠」）

グリーン分野での事業再構築を通じて高い成長を
目指す事業者を支援。

１．グリーン枠の対象となる事業者
次の要件を全て満たす3～5年の事業計画を策定している

こと。
①事業再構築指針に沿った事業計画を認定経営革新等支
援機関と策定すること

②補助事業終了後３～５年で付加価値額の年率平均
5.0%以上増加又は 従業員一人当たり付加価値額の
年率平均5.0%以上増加の達成を見込む事業計画を策
定すること

③グリーン成長戦略「実行計画」14分野に掲げられた課
題の解決に資する取組として記載があるものに該当し、
2年以上の研究開発・技術開発又は従業員の一定割合
以上に対する人材育成をあわせて行うこと

２．補助上限等

取組イメージ

補助上限金額 補助率

中小企業 100万円～1億円 1/2

中堅企業 100万円～1.5億円 1/3

自動車整備工場において、電気自動車に
対応するため、電気系統設備の整備機械
を導入するとともに、専門家を招いて
OJTを行うことで、整備士のスキルアッ
プを実施していく。

航空機分野において、機体・エンジンの
効率化が求められていることを踏まえ、
新たに航空機エンジン部品として高温に
耐えうる部材を開発するために、機械設
備を導入して技術開発を実施していく。

※売上高減少要件は課さない

※単にソーラーパネル等を導入して売電を行うような事業や、
既存設備の更新・改修は補助対象になりません。
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対象

○温室効果ガス削減効果が大きく、新たな需要の拡大に寄
与することが見込まれる製品の生産に専ら使用される設備
※対象設備は、機械装置。

○事業所等の炭素生産性（付加価値額／エネルギー起源CO2
排出量）を相当程度向上させる計画に必要となる設備（※）
※対象設備は、機械装置、器具備品、建物附属設備、構築物。導入に
より事業所の炭素生産性が１％以上向上。

②生産工程等の脱炭素化と付加価値向上
を両立する設備導入

①大きな脱炭素化効果を持つ製品
の生産設備導入

制度概要 【適用期限：令和５年度末まで】

＜計画イメージ＞

【外部電力からの調達】

新規導入

【エネルギー管理設備】

一部再エネへ切替え

【生産工程】

生産ライン①
生産設備

生産ライン②
生産設備

生産ライン③
生産設備刷新

＜炭素生産性の相当程度の向上と措置内容＞
３年以内に10％以上向上：税額控除10％又は特別償却50％

３年以内に ７％以上向上：税額控除 ５％又は特別償却50％

カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の創設（所得税・法人税・法人住民税・事業税）

⚫ 2050年カーボンニュートラルの実現には、民間企業による脱炭素化投資の加速が不可欠。

⚫ このため、産業競争力強化法に新たな計画認定制度を創設。計画認定制度に基づき、①大きな脱炭素化
効果を持つ製品の生産設備、②生産工程等の脱炭素化と付加価値向上を両立する設備の導入に対して、
最大10％の税額控除又は50％の特別償却を新たに措置※する。

※措置対象となる投資額は、500億円まで。控除税額は、後述のDX投資促進税制と合計で法人税額の20%まで。
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【対象製品】
✓ 化合物パワー半導体素子又は当該素子の製造に用いられる半導体基板
✓ 電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車用リチウムイオン蓄電池
✓ 定置用リチウムイオン蓄電池（充放電サイクル7,300回以上を満たすもの）
✓ 燃料電池（発電効率50％以上、総合効率97％以上、純水素を燃料とす
ること、のいずれかを満たすもの）

✓ 洋上風力発電設備（１基当たり定格出力９MW以上を満たすもの）の主
要専用部品（ナセル、発電機、増速機、軸受、タワー、基礎）

燃料電池化合物パワー半導体

＜措置内容＞

税額控除10％又は特別償却50％



• 当社は、機能性原料や植物活力資材の製造にあたり、工場及び事務所の屋上への太陽光パネルの増設、工場の機械室
内への蓄電池の設置、及び製造工程の見直しにより格段にエネルギー効率に優れた機械装置（スプレードライヤー機）の
導入を行います。

• これにより、製品の製造時に排出されるCO2を減少させていくことで、付加価値の創出と環境への負担低減を図ります。

１．事業適応計画の実施期間
２０２１年１１月～２０２４年５月

２．生産性向上目標
炭素生産性を２５．１％向上させる。

３．前向きな取組の内容
工場及び事務所の屋上への太陽光パネルの増設、工場
の機械室内への蓄電池の設置、及び製造工程の見直し
により格段にエネルギー効率に優れた機械装置（スプレー
ドライヤー機）の導入を行い、炭素生産性を２５．１％
向上させる。

４．支援措置
税制措置（カーボンニュートラルに向けた投資促進税制）

＜取組の内容のイメージ＞＜事業適応計画の概要＞

太陽光パネル 蓄電池 スプレードライヤー

既存の機械装置

再生可能エネルギーの活用 生産工程の脱炭素化

2021年度 2022年度 2023年度

+25.1%

炭素生産性

導入

切り替え
余剰電力
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【参考】計画認定例 生産工程等の脱炭素化と付加価値向上を両立する設備（製造業）

株式会社アミノアップの事業適応計画のポイント



⚫ カーボンニュートラルに関する支援機関の取組を「カーボンニュートラル・アクションプラン」として登録を
募集中。

⚫ 7月29日に支援機関向けのイベントを開催。登録されたアクションプランの公表、国による施策説
明、他の支援機関に参考となる取組を実施する支援機関を紹介。

中小企業のカーボンニュートラルに向けた支援機関ネットワーク会議
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⚫ 【省エネルギー全般】四国経済産業局 エネルギー対策課 電話：087-811-8535

⚫ 【カーボンニュートラル全般】四国経済産業局 資源エネルギー環境課 カーボンニュートラル担当
電話：087-811-8533

連絡先
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四国経済産業局HP
https://www.shikoku.meti.go.jp/03_sesakudocs/0503_energy/carbon_neutral/carbon_neutral.html


